
令和8年度 成年後見制度巡回相談

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が低下すると、預貯
金の管理や、介護サービスを受けるための契約などを適切に行うことが難しくなる
場合があります。また、適切に判断できずに自分に不利な契約を結んでしまうなど、
悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。
このような方々の権利を保護し、支援するのが成年後見制度です。

場 所14：00～15：30

4月8日（水）

5月13日（水）

6月10日（水）

7月8日（水）

8月12日（水）

9月9日（水）

10月14日（水）

11月11日（水）

12月9日（水）

1月13日（水）

2月10日（水）

3月10日（水）

恵那市地域包括支援センター
0573-26-6828

恵那市

相談員が無料で相談に応じます。

相談は
こちらでも

特定非営利活動法人 東濃成年後見センター
中津川・恵那事務所

0573-6４-８４４０

受付時間9:00～17:30（土、日、祝日、年末年始休み）

場 所
14：00～15：30

明智振興事務所4月22日（水）

岩村福祉センター5月27日（水）

明智振興事務所6月24日（水）

岩村福祉センター7月22日（水）

明智振興事務所8月26日（水）

岩村福祉センター9月24日（木）

明智振興事務所10月28日（水）

岩村福祉センター11月25日（水）

明智振興事務所12月23日（水）

岩村福祉センター1月27日（水）

明智振興事務所2月24日（水）

岩村福祉センター3月24日（水）

恵那市役所
西庁舎1階
相談室

※前日までに予約が必要です。 （予約がない場合は開催されません）

【予約・問合せ先】


